
中央区社会教育関係団体等が行う生涯学習事業への協力支援に関する要綱を廃止する要綱 
 
中央区社会教育関係団体等が行う生涯学習事業への協力支援に関する要綱（施行日 令和
元年 9月 10 日）は、廃止する。 
  
 
附 則 
この要綱は、令和 7年 4月 4日から施行する。 
 


